
インボイス制度の実施に関連した相談事例について

＜相談事例①＞ 協同組合が、組合員と免税取引先との取引において、組合員が消費税相当額を負
担しないことを決定すること（令和５年６月公表）

◼ 農作物αの加工事業者を組合員とする協同組合が、組合員が免税取引先から農作物αを仕入
れる場合に当該取引先に対して消費税相当額を負担しないことを決定することは、独占禁止
法上問題となるおそれがあると回答した事例

◼ 運送業務を営む事業者を組合員とする協同組合が、共同事業として行うチケット事業におい
て組合員に対してチケット換金手数料を徴収するに当たり、免税組合員に対しては、従来の
チケット換金手数料に加え消費税相当額として仕入税額控除に係る経過措置を考慮しない
10％分の金額を徴収することは、独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例

＜相談事例②＞ 協同組合の行うチケット事業において、免税組合員に対して従来のチケット換金手数
料に加え消費税相当額として仕入税額控除に係る経過措置を考慮しない金額を徴収すること（令和５
年６月公表）

◼ 運送業務を行う事業者を組合員とする協同組合が、共同事業として行う運送業務について、
その配分先である組合員が消費税の免税事業者である場合、運送代金から消費税相当額の手
数料を別途差し引いて支払うことについて、取引価格の交渉が形式的なものにすぎず、免税
事業者との十分な協議を行うことなく、協同組合の都合のみで、免税事業者が負担していた
消費税額も払えないような価格を一方的に設定した場合には、優越的地位の濫用として独占
禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例

＜相談事例③＞ 協同組合が委託を受けた運送業務を消費税の免税事業者である組合員に再委託を
行う場合に、当該再委託の代金について消費税相当額を差し引いて支払うこと（令和４年６月公表）
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